
 
 

Ⅰ 自主防災組織と市の関係               

 山形市では、自主防災組織による情報収集伝達や地区避難所運営などの活動と、市避難

所（９２箇所）や防災支部（27 箇所）の運営などの活動が密接に結びついた防災体制を

構築しています。 

※市避難所…公民館・コミュニティセンター・小中学校・公立高校などに設置し、市職員（指名職員）を配

置する避難所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※関係団体…自主防災組織、町内会・自治会、消防団など                       

山形市の防災体制イメージ図 

市内９２箇所に設置 

 
運営委員会 
● 市指名職員 

● 施設管理者又はその指名する者 

● 当該施設に避難予定の各自主防災組織又は 

各町内会・自治会から２名          

● 地区の女性防火クラブ会員       

市避難所 

公民館、コミュニティセンター、まなび館

など２７箇所に設置 

 

運営委員会 
● 市指名職員 

● 地区自主防災組織連絡会長、町内会連

合会長、地区振興会長又は自治推進委

員長 

● 公民館又はｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰにあっては、 

その館長及び所長 

● 消防団分団長 

● 地区の女性防火クラブ会長 

○ 管轄区域内の市避難所長 

  （平常時の会議出席） 

防災支部 

連絡・支援報告・要請

防災支部は、各地区における災害応急対策を強化するととも

に、災害警戒時の地区における詳細な状況を把握し早期の対

策を行う。 

市   役   所 
（災害対策本部、災害対策連絡会議） 

指示・連絡・支援 報告・要請

 

 避難者の受入 
 防災支部との連絡調整 
 関係団体との連絡調整 など 

地区避難所 

自主防災組織 

自主防災組織 

が運営する避難所 

 管轄区域内における応急対策の総合調整 
 管轄区域内の関係団体との調整 
 災害対策本部又は災害対策連絡会議との連絡調整 
 管轄区域内の応急対策に必要な人員及び物資支援の

災害対策本部への要請 
 管轄区域内の避難所や避難場所への人的物的支援と

調整 
 管轄区域内の被害情報を地区住民などから収集 
 同一建物内における市避難所の開設と運営 

指示・連絡・支援 報告・要請 

1


